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（評）暗闇に光る猫の目。手前の水槽には真っ赤な金魚がゆらゆら。まるで
前衛的な日本画もしくは漫画の一コマのような光景。漱石の小説の題名
をもじった下五もなかなかしゃれています。

暗闇で金魚をねらうねこである   清中3年　伊勢由夏

おにやんま体の色がおにパンツ   清小2年　後藤菜月
（評）おにやんまは日本で一番大きなとんぼ。体長が１０センチをこえるもの
もいる。黒と黄色のしまもようがおにのパンツに似ていることが名前の
理由。菜月ちゃんが気がついたとおりだね。

けんかして雨がやんだらにじが出た   四小4年　柄澤里音
（評）にわか雨がやんでさーっと日が差してきたら、きれいなにじが出た。
なんだか急にはればれしてきた。この気分、友だちとけんかして仲なお
りしたときに似ているなあ。にじが夏の季語。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第10回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

「よろず健康教室」
4月より開催会場が新しくなります

対市内在住のおおむね6０歳以上の
方 日 場 直下表参照（祝日、年末年
始は休みとなります。また、台風

や降雪、緊急時などで中止、変更
となる可能性があります） 問高齢
支援課高齢福祉係☎０42-497-2０8１

地区 場所 日時 活動内容

中里
台田団地集会所
（第1集会所）

毎週月曜日
午後2時～

タオルを使った体ほぐし、普
段使わない筋肉の刺激

中里地域市民センター 毎週水曜日
午前10時30分～ 脱力体操・呼吸法・ストレッ

チ下清戸 コミュニティプラザひまわり
毎週月曜日
午前10時30分～

梅園 特別養護老人ホーム信愛
の園「うめのたけサロン」

第1・3月曜日、第2・4水
曜日いずれも午後1時～

リハビリの先生による筋トレ
と脳トレ

竹丘 竹丘老人いこいの家 毎週火曜日
午前10時～

ツボを刺激する健康体操と太
極拳

野塩 野塩老人いこいの家
毎週月曜日午後2時
15分～、毎週金曜日
午前11時～

音楽に合わせて、ゴムやボー
ルを使った運動

松山 松山地域市民センター 毎週水曜日
午前9時～

脱力体操・呼吸法・ストレッ
チ

中清戸
中清戸中央老人いこいの
家

毎週水曜日
午前10時～

ツボを刺激する健康体操と太
極拳

中清戸地域市民センター 毎週金曜日
午前9時～

脱力体操・呼吸法・ストレッ
チ

旭が丘 旭が丘老人いこいの家 毎週金曜日
午前9時30分～

音楽に合わせて、ゴムやボー
ルを使った運動

※動きやすい服装でご参加ください（タオルや飲料などは各自でご用意ください）。
※激しい運動などは行いませんが、体に痛みがある時や体調のすぐれない時は無理を
しないでください。
※各教室約60～90分程度を予定しています。また、茶話会を実施している会場もあり
ます（茶話会の参加は自由です。参加費は実費負担となります。詳しくは各会場の先生
にご確認ください）。

原動機付自転車等の廃車・住所変更・名義変更の
手続きは3月29日㈮までに

　軽自動車税は毎年4月１日現在
で軽自動車、オートバイ、原動機
付自転車、小型特殊自動車を登録
している方に課税します。
　廃車・盗難・譲渡で車両（ナン
バープレート）が手元にない方、
車両が壊れて使えない方、市外へ
転出された方は3月29日㈮までに
廃車手続きをしてください。

 【手続き先】１25cc以下のバイク・
小型特殊自動車（清瀬ナンバー）＝
課税課市民税係☎０42-497-2０4１、
１26cc以上のバイク（多摩ナンバ
ー）＝陸運支局多摩事務所☎０5０-
554０-2０33、軽四輪（乗用・貨物）
自動車（多摩ナンバー）＝軽自動車
検査協会☎０5０-38１6-3１０4 問課税
課市民税係☎０42-497-2０4１

◆おことわり　今月の市長コラム「3本の木とともに」はお休みです。

平成31年度　狂犬病予防注射

　狂犬病の予防注射は、毎年１回
（4月１日から6月3０日の間）飼い犬
に受けさせることが義務付けられ
ています。 問水と緑の環境課環
境衛生係☎０42-497-2０99
◆屋外会場
 日 場下表のとおり（雨天などで中
止する場合は、午前9時と午後１
時に決定し、会場に掲示します）�
費3,65０円（注射料金3,１００円＋済
票交付手数料55０円） 持申請書（裏
面の問診票に記入済みのもの）�
※つり銭のないようご用意くださ
い。また、住所変更・死亡などの
手続きや新規登録（3,０００円）・鑑
札再交付（１,6００円）もできます。
◉お願い
▶犬をしっかり抑えられる人が連
れてきてください（必ず首輪とリ
ードを付けてください）。
▶安全のため、小さな子どもの同
行は避けてください。
▶屋外会場への車での来場はご遠
慮ください。
▶屋外会場では時間をかけた問診

ができませんので、問診票の１～
6に当てはまる場合は、動物病院
で注射を受けてください。
▶犬のふんを始末する袋などを用
意し、飼い主が責任を持って持ち
帰ってください。ペットボトルな
どに水を入れ、尿の跡を水で流し
てください。
▶過去に他の犬にかまれた犬が死
亡するという事故がありました。
普段はおとなしい犬でも、たくさ
んの人や犬が集まる場所では興奮
してしまうことがあります。犬同
士をなるべく近づけないよう、ま
た犬をしっかり制御できるよう、
事前に首輪やリードなどのチェッ
クをお願いします。犬が暴れて抑
えられない場合は、事故防止のた
め屋外会場では注射ができない場
合があります。その際は、最寄り
の動物病院
会場で注射
を受けるよ
うにしてく
ださい。

日時 場所

４
月
４
日
㈭

午前9時10分～9時40分 児童センター駐車場
午前10時20分～10時50分 竹丘公園
午前11時30分～正午 野塩地域市民センター
午後1時30分～2時 下宿地域市民センター
午後2時30分～3時 健康センター駐車場

◆動物病院会場
　下記の動物病院で狂犬病予防注
射と同時に注射済票の交付を受け
ることができます。下記以外の動
物病院でも注射を受けることはで

きますが、注射料金などが異なる
場合があり、その場で注射済票を
受け取ることはできませんのでご
了承ください。
 【実施期間】4月１日㈪～3０日㈫

病院 住所 電話番号
清瀬獣医科病院 中里3-77-5 042-493-5418
かざま動物病院 東

久
留
米
市

中央町2-6-50 042-453-8111
田中動物病院 東本町4-9 042-474-0533
くるめ動物病院 八幡町3-3-12 042-477-3443
どんぐり動物病院 下里5-9-15 042-475-5562
山村獣医科 中央町1-3-1 042-471-6306
本橋動物病院 西東京市栄町2-9-27 042-421-5449
久米川みどり動物病院 東村山市栄町1-36-86 042-392-0205

◆その他
▶病気などで注射ができないと判
断される場合は、動物病院で診断
をしてもらい、注射猶予証明書を
提出してください。
▶飼い犬が死亡した場合は、死亡
届を提出してください（電話でも
受け付けできます）。
▶屋外会場、動物病院会場以外で

注射を受けた場合、狂犬病予防注
射の接種証明書を提示し、注射済
票の交付（済票交付手数料55０円）
を受けてください。
▶各種届出は水と緑の環境課の窓
口でお願いします。
▶交付された注射済票は、必ず首
輪などに装着してください。

　

②ひとり親家庭等医療証（◯親医療
　証）をお持ちの皆さんへ
　現在、「ひとり親家庭等医療証
（◯親医療証）」の交付を受けており、
平成3１年4月１日から小学校に入
学する児童がいる方で、4月１日
以降有効な児童の医療証は、下記
のとおり、課税世帯か非課税世帯
かにより異なりますので、ご注意
ください。
◉課税世帯の場合
　4月１日以降有効な児童の医療
証は、◯子医療証となります。今回

発送する◯子医療証を医療機関など
で提示してください。
◉非課税世帯の場合
　4月１日以降有効な児童の医療
証は、◯親医療証となります。「◯親
医療証に、小学１年生となる児童
の氏名を印字しています。対象の
児童が医療機関などを受診される
場合は、◯親医療証を提示してくだ
さい。
 問①②子育て支援課助成係☎
０42-497-2０88

新小学1年生に義務教育就学児医療証を送付します

①平成31年４月から小学生になる
  子どもの医療証
　現在、「乳幼児医療証（◯乳医療
証）」の交付を受けており、平成
3１年4月から小学校に入学する児
童（平成24年4月2日生まれ～平成
25年4月１日生まれ）の医療証につ
いては、平成3１年4月１日から「義
務教育就学児医療証（◯子医療証）」
に切り替わります。
　対象の方には、平成3１年4月１
日から有効な◯子医療証を、3月22
日㈮に普通郵便で発送します（◯子
医療証には所得制限があります。
詳しくは右表参照）。
　また、所得制限超過のため◯子医
療証の対象とならない方にも、3
月22日㈮に非該当決定通知書を

普通郵便で発送し
ます。
※4月１日を過ぎて
も◯子医療証が届か
ない場合は、下記
へご連絡ください。
※今回お送りする医療証は、新小
学1年生の児童のみとなります。
新小学１年生以外の方は、すでに
お持ちの医療証を平成3１年9月3０
日までご使用ください。
扶養親族などの数

（人）
所得制限限度額

（円）
0 6,220,000
1 6,600,000
2 6,980,000
3 7,360,000

※以降、扶養親族などが1人増えるごと
に、所得制限限度額に38万円を加算。


